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補助金名 海外語学研修補助金

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではあり
ません。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が
未了のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。
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平成24 2年度 年度

0
－

補助金の目的
及び

補助対象事業

経過年数

【目的】
　福岡女子高等学校国際教養科において必修となった海外語学研修を、経済的な理由
で参加が困難となる生徒に対し助成するもの。
【対象事業】
　参加経費の一部を補助

補助開始年度

－

交付先決定方法 　　□　非公募

500
－

交付対象経費及び
補助金の算定方法

等
　□　定額

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　○対象経費
　　　福岡女子高等学校国際教養科における海外語学研修の参加経費の一部
　○補助金額
　　　海外語学研修参加生徒一人につき50千円

（公募の場合）
公募時期

       補助金調書

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前年度 前々年度 前々々年度

担当課
（連絡先）

教育委員会総務部教育政策課、
　　　　　　　指導部学校指導課
（ＴＥＬ733－5552,711-4639）

0

交　付　先 □　個人

（公募の場合）
応募要件

福岡女子高等学校の生徒 区分 その他の補助金

前年度補助事業
の主な実施概要

なし

補助金交付
による効果

　福岡女子高校国際教養科において海外語学研修を必修とし、教育課程内に位置づけ
ることにより、英語教育・国際教育のカリキュラムの充実を図り、外国語によるコミュニ
ケーション能力を有する人材の育成を推進する。


